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さっ き

ウイ グル文書割記(そ の四)

森安 孝夫

*本 稿 は本誌 『内陸アジア言語 の研 究』4,5,7に 掲載 され た 「ウイグル文書割記

(その 一 ～ その三〉」に続 くもので ある.本 稿で はこれ らを 「制記(一)」,「 割記

(二)」,「割記(三)」 と略記する.文 献 目録 ・略号 は,新 出の もの以外,こ れらの

先行論文 に掲載 したもの を使用す る.

10.書 式 と書 体 の 組 み 合 せ に よ る 時 代 判 定

昨 年 末,我 々 は よ うや く故 山 田信 夫教 授 の 遺志 を継 い で,山 田信 夫(著),小

田壽 典 ・P.ツ イー メ(PeterZieme)・ 梅 村 坦 ・森 安 孝 夫(編)『 ウ イ グル文 契 約

文 書 集 成 』(全3巻,大 阪大 学 出版 会,1993;以 下 『集 成 』と略記)を 公 刊 す る こ

とが で きた.こ の う ちの 第1巻 は 山 田 教 授 の 過 去 の 業 績 を振 り返 る もの で あ る

が,第2・3巻 は永 ら く トル コ学 界 で重 要 な役 割 を果 た して きた ラ ドロ フ の σ勘

に代 わ る もの と して企 図 され,山 田教 授 を始 め とす る我 々全 員 の 力 を結 集 した

もの で あ る.そ こ に は121件 の 契約 文 書 が,次 の よ う な9項 目に分 類 され,2件

(1)

を除 く全ての文書写真と共に収載されている.
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売買文書

交換文書

賃貸借文書

消費貸借文書

養子文書

入質文書

奴隷解放文書

遺言/家 産分割文書

雑種文書

Sa(Sale)

Ex(Exchange)

RH(RentalorH面e)

Lo(Loan)

Ad(Adopdon)

PI(PIedge)

Em(Emancipadon)

WP(WillorPordonofaf㎞ily'spK)per汐)

Mi(Miscellaneous)
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(1)収 載の対象 となった文書は,1)保 存状態が完全ない しほぼ完全 なもの,2)大 きい断

片 の場合 は写真の入手で きた もの,3)小 さい断片の場合 は写真の入手で きた もので,

且 つ比較的価値の高い もの,で ある.世 界各地の所蔵機関にはまだ多 くの契約文書の小

断片類が残 っている と思われるが,そ こまで網羅す るのはこれか らの課題であ る.
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各項 目内 の文 書 配 列 は,第2巻 の序 文 に記 した よ うに,「 まず 内容 に よ っ て大

別 され,そ の 上 で 山 田 教授 の 主 張 に従 い,タ ム ガ書 式 ・ニ シ ャ ン書 式 ・ニ シ ャ

ン新 書 式 の順 と し,さ らに完 本 を先,断 片 を後 にす る とい う原 則 」に よ っ てい

る.し か しこれ は あ くまで 原 則 で あ り,そ れ ほ ど厳 密 な もの で は ない.特 に断

片 の 場 合 は内 容 や 書 式 に不 明 な もの が あ り,そ れ を どこ に配 列 す るか は,実 際

に この 作 業 を担 当 した 筆 者 の 判 断 に従 っ て い る.た だ しそ の判 断 に は筆 者 な り

の 考 え に よ る一 応 の 基準 が あ る の で あ っ て,全 く恣 意 的 な もので は ない.そ の

筆 者 の 考 え とは,「 割 記(一)」,「 割 記(二)」,「 劉 記(三)」 や 『マ ニ 教 史』な どで

随 時 発 表 して きた もの で あ る が,こ こ で一 覧 表 に ま とめ 直 す 形 で よ り一 層 の 明

確 化 をは か りた い.そ れ は 「集 成 』を利用 す る人 の た め に便 宜 をは か る こ とで も

あ るが,こ れ を 『集 成 』に 入 れ なか った の は,編 集 者全 員 が 同 じ考 え を持 っ てい

たわ けで は な く,責 任 の 所 在 が 曖 昧 に な る こ とを恐 れ た か らに他 な らな い.

とこ ろ で,山 田氏 が 海 外 の 学 会 で 「タム ガ書 式 は古 く,ニ シ ャ ン書 式 は 新 し

い 」とす る 見 方 を初 め て 口頭 発 表 した の は,既 に三 十 年 以上 も前 の こ とで あ っ

〔2)

た(山 田IXは そ の 時 の 英 文 発 表 要 旨で わ ず か 三 頁 の もの),こ れ に対 し護 氏 は

素 早 く反 応 し,少 な くと も消 費 貸 借 文 書 に 限 っ て い え ば 金 銭 貸 借 に タ ム ガ書

式,そ れ 以外 に ニ シ ャ ン書 式 が 用 い られ た と見 る こ と も可 能 で は な い か と し

て,山 田 説 に異 議 を唱 え た(護iM51V,pp.226,230,252-253).そ れ に対 して

(3)

LLi田氏 は,キ ビ(UUr)借 用 に タ ム ガ書式 が 用 い られ た実 例(Ot.Ry.2734=Lol9)

を挙 げ て護 氏 の考 え を否 定 した上 で,護 氏 が 自分 の 説 に反 対 す る理 由 は 十 分 明

らか で な く,他 か ら も批 判 は受 け てい ない の で,そ れ を撤 回 す る必 要 は な い と

応 じた(山 田IV,p.130).し か し護 氏 は 「ウ イ グル 文 書 の 年 代 が,そ れ らの形

式 ・内容 ・紙 質 ・書 体 ・文 法 的特 長 ・語 彙 そ の ほか か ら,総 合 的 に決 定 さ るべ

(2)山 田論文の略号 は 『集成』に拠 る.

(3)山 田氏 は粟(yUr)と するが,森 安 『マニ教史』p,58に 論 じたように,正 しくはキ ビで

あ る。この考 えには 『北斗七星経 』の漢文原文 とウイグル訳 との比較対照 によって さら

なる確証が得 られた。この点の情報は,松 川節君が大阪大学 に提 出 した修士論文(1991

年度)よ り得たので,同 君 に感謝す る.
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き こ とは い うを また な い 。 こ れ らの総 合 的 検 討 の 結 果,上 に山 田氏 の あ げ られ

た,タ ム ガ の語 を用 い る文 書 が 比 較 的 古 く,の こ りの ニ シ ャ ン と記 され た もの

が 比較 的新 しい こ とが確証 さ れ た な らば,わ た しの 山 田説 に たい す る疑 問 は氷

解 す る.」 と的 確 に 問題 点 を指 摘 しつ つ,「 山 田氏 の 説 に,同 氏 の あ げ られ た証

拠 だ け か らは,ま だ充 分 に納 得 して い ない 」と再 度 疑 義 を表 明 され た(護 「ふ た

た び」pp241-242,258).そ の 後 約 十 年 を経 て よ うや く山 田氏 の考 え が十 数頁

の論 文(山 田XIV)と して公 表 され た が,残 念 なが らそ の 内容 は不 十分 であ り,

護 氏 の 的確 な批 判 に答 え た もので は な か っ た.本 節 は,護 氏 が指 摘 され た 問題

点 を一 つ 一 つ 吟味 しなが ら,結 論 的 に は 山 田説 の 正 しか った こ と を証 明 し よ う

とす る もの で もあ る.

次 に本 節 の柱 とな る一 覧 表 を構成 す る各 欄 の 内 容 ない し記 載 方 法,各 欄 の 読

み 方 につ い て 簡 単 に 説 明 す る.ま ず 全 体 につ い て言 う と,各 欄 に該 当 す る要 素

が ない と断 定 で きる 時 は斜 線 を引 き,文 書 破 損 そ の他 様 々 な理 由か ら判 断 が で

き ない 時 は空 白 の ま ま に して お くか,不 明 と記 入す る.

イ:文 書 整理 記号.『 集 成 』2・3に 合 致 させ る.

口:文 書 の残 存状 態.『 集 成 』2,pp.184-191の 掲 載 文 書 一 覧表 の1項 に対 応

す る.た だ し1項 で は文 書 に破 損 が あ っ て も上 下左 右 の縁 が 残 っ てお り元 の大

きさの 分 る もの は 「完 」と したが,こ こで は テ キ ス トに数語 以 上 の 欠損 が あ れ ば

「ほ ぼ完 」とい う表 現 を用 い るな ど,多 少 の 違 い が あ る.

ハ:書 式.山 田IX・XIVで 提 唱 さ れ た契 約 文 書 の外 形 上 の 三 書式(タ ム ガ書

式 ・ニ シ ャ ン書 式 ・ニ シ ャ ン新 書 式)の どれ に該 当 す るか を○ 印 で 示 す.実 際

に墨 で タム ガ 印 が押 され て い て も,テ キ ス ト中 に 「ニ シ ャ ン」とか 「ニ シ ャ ン_

タ ム ガ」とい う術 語 が 一 度 で も現 れ る もの,あ るい は また これ らの 術 語 は ない

が ニ シ ャ ンそ の もの が 見 えて い る もの は,い ず れ も タム ガ書 式 とは み な さ ない

こ と に注 意 され たい.文 書 が 断 片 で あ って,判 断 の つ か な い場 合 は,不 明 と記

入 す るが,タ ム ガ書 式 で ない こ と だけ は明 らか な時 は,不 明 とい う文 字 を右 側

に寄 せ る.
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二:書 体.書 体 に よ る 時代 判 定 が 有 効 で あ る こ とに つ い て は,既 に 「割 記

(二)」 第5節 で 述べ た.し か し私 が 「ウイ グル 語 文 献 」(1985),pp.16,39で 提

唱 して以 来使 用 し続 け てい る ウ イ グ ル文 字 書 体 の 四 分 法 は,基 本 的 に は 変 わ ら

な い が,細 部 に は私 自 身の 理 解 が 不 十 分 で あ った り,表 現 に曖 昧 な点 が あ っ た

りした の で,こ こ に改 め て 定義 し直 して お く.

楷 書 体(bookscript=calligraphic):字 間 は密 に つ ま って い るが,ア レフ(ま

た はN)とR,ダ ブル ア レ フ(ま た は ア レフ とN)とX,Yと β,語 頭 の ア レフ

とNと が 容 易 に区 別 で きる ほ ど字 画 が は っ き りした,一 見 印 刷 か と思 わ れ る よ

うな整 然 と した書 体.多 くは 予 め 等 間 隔 に 罫線 を 引 き,文 字 の 中心 線 が ぶ れ な

い よ う に して あ る.恐 ら くは マ ニ 教教 団 や仏 教 教 団 内 の専 門 の書 記 や 写 字 生 に

よ っ て筆 写 さ れ た もの.マ ニ 教 典 や 仏 典 に多 くの例 が 見 られ る.実 例:Pelliot

Oufgour1=Hamilton,ル10丁 遅,No.1,pp.267-270;Or.8212-104ニHamilton,

MO7H,pp。331-350.俗 文 書 に使 用 され る こ と は まず な い と言 っ て よ く,従 っ

て 『集 成』に も実 例 は な い.こ の書 体 だ け は 時代 に無 関 係 で あ る.

半 楷 書 体(nearlycalligraphic)誹 皆書 体 ほ ど に は整 然 と して お らず,字 間 も密

につ まっ て い な い が,楷 書 体 よ り力 強 い感 じの 書 体.個 々の 文 字 の 形 は楷 書体

に近 く,ア レ フ とT(特 に語頭)の 歯 は左 上 が り,Wの 輪 は左 上 方 向 にや や 角

張 っ て突 出 し,P・Kの 背 中 は丸 みが 無 く右下 に落 ち込 ん で い る.楷 書体 も個 々

の綴 りが左 上 が りで 右 下 が りの傾 向 を持 っ てい るが,半 楷 書 体 で は この ベ ク トル

が よ り顕 著 にな っ て い る.一 方,左 下 が りのDは 先 端 が 尖 って お り,下 辺 は 閉

じて い な い(例 外 はSaO2とLol7だ が,Lo17に は閉 じてい ないDが 共存).大 抵 の場

合,肉 太 で 大 きい字 で あ る.実 例 と して はHamilton,MOτ θ に集 成 さ れ た敦 燈

蔵 経 洞 出土 文 書 の ほ とん どが 挙 げ られ る(例 外 は楷書体のN・s.1,2,4と 半草書体 の

No.12の み.し か もNo.12は モ ンゴル時代窟 か らの 「ま ぎれ込み」の恐 れあ り).こ れ

(4)

らは全 て10世 紀 前 後 に属 す る.ま た1008年 の もの と確 定 さ れ た有 名 な棒 杭 文 書

も半 楷 書 体 で あ る.『 集 成 』の 中 で はSal9,RHOI,RHO2が 典 型 的 な例 で あ る.

(4)c£ 森 安 『マ ニ 教 史 』p.151.

(66)



半草書体(nearlycursive):草 書体に比べれば字画はかなりはっきりしてお

り,間 延びの度合 も草書体ほどではない.典 型的な草書体のような糸状の細い

字ではなく,そ れよりかな り太めである.か つて 「読みやすい草書体」と定義し

たのは不正確.私 は原文書に多 く当ってみた経験から,便 宜的にこの書体 を措

定するが,こ れは本当の意味の 「書体」の範疇に入るものではなく,む しろ個人

差に由来するものかもしれない.そ うであれば,こ こに半草書体と分類 したも

のは,将 来は半楷書体 と草書体に分離吸収される可能性がある.

草書体(cursive):楷 書体や半楷書体のアレフ ・T(特 に語頭)・W・P・Kに 見

られた左上がりで右下がりのベ クトルが語末以外ではほぼ消滅 している.字 間

は問延びしてお り,ア レフ ・N・Xの 字画の省略化が過度に進み,全 体にひょ

ろ長い感 じの書体.典 型的な草書体は糸状の細い字で,流 れるように(時 にカナ

クギ流あり)書かれる.大 まかに見て,現 存するウイグル俗文書の四分の三以上

はこの草書体で書かれていると思われる.『集成』にも多くの実例がある.

四分法 とはいうものの,見 分け方の基本は楷書 ・半楷書 ・草書の三種であっ

て,根 本的に異なるこれ らに習熟 した眼で見て,典 型的な草書 よりは字画が

はっきりしており,文 字 もやや太めであるが,か といって半楷書体 とまではい

えないと感 じるものを半草書体 とする.欧 米の学者が"halfcursive"な どと呼

ぶ書体は,私 のいう 「半楷書体」に相当するのであって,「半草書体」ではない

ことに注意していただきたい.当 然のことなが ら,書 体の判定は相対的なもの

であるので,ラ ドロフ以来私までを含む従来の判定には多少の 「ぶれ」があっ
(5)
た.こ こに示すのが現時点での最終的判断である.

(5)例 え ば σ5ρ32=Mi19,ひ5ρ61=Sa21,ひ5ρ84=Mil2,σ5ρ87=RHO3を ラ ドロ フ は

古 い と判 定 した が,本 稿 の基 準 で は いず れ も草 書 体 で あ る,ま た 「剤 記(二)」p.69で

はSaO1,SaO2に 当 た る もの を,半 楷 書 体 ほ ど には古 くな いが それ と後 期 の草 書 体 との

中間 的 な もの と した が,こ こで はや は り半楷 書 体 と し,反 対 に 「剤 記(三)」pp.48-49

でSaOl-SaO4,SaO6,SaO7を 全 て半 楷 書 体 と し た う ち のSaO3,SaO4,SaO6,SaO7は 半

草 書 体 とす る.他 方,ク ラー ク氏 は 自分 が 写真 を見 る こ との で きた契 約 文 書 は全 て草

書 体 で あ る と断定 し,書 体 に よる 時代 判 定 を認 め ない が(Clark1975,pp.H2-115),

少 な くと も彼 はSaOl,LoO3,LoO5,Lol9,PlO2,WPO3の 写 真 は見 て い たの だ か ら,そ

の判 断 は余 りに極 端 と言 うべ きで あ る.
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ホ:正 書 法 の 特 徴.尻 尾 の長 短 に よる 一q/一γの区 別 につ い て は,拙 稿 「トル

コ仏 教 」pp.3-4;「 割 記(三)」pp.48-50を 参 照.そ こで 述 べ た よ うに,こ の 区

(6)

別 が 明 白 にあ る もの は 相対 的 に古 い と判 断 して よい.こ れ に対 し相 対 的 に新 し

い 指 標 と して,tとd,sとzの 間の 交 替 あ るい は 混 用 が あ る.ト ル コ学 界 に は

これ をモ ン ゴル 時代 の特 徴 とす る見 方 も流 布 して い るが,ど うや らそ れ は誤 り

(7)
で,ハ ミル トン氏 の よう に10世 紀 以 降 とみ な す 方 が無 難 で あ ろ う.ハ ミル トン

氏 よ り後 に エ ル ダル氏 は古 代 トル コ語 を 四段 階 に時 代 区分 す る論 文 を発 表 した
(8)

が,そ こで はt/d交 替,s/z交 替 の 頻 出 を第 三 段 階 の 特 徴 とみ な してい る.こ

の 第 三段 階が 具 体 的 に何 世紀 に 当 た るの か は明 言 され て い な いが,同 氏 は11世

(9)

紀 中 葉 に は 第 四段 階 が始 ま っ て い た と推 定 して い るの だか ら,お お よそ の 見 当

は つ こ う.tld交 替,s/z交 替 が 一 度 で も見 られ れ ば,そ れ ぞ れ の欄 に ○ 印 を

記 入 す る.ま た加 点(diacriticalpoint)の 季閑にはq,q,7,文,h,蓉,鍾,話 が あ る場

合 にそ れ ぞ れ の 文 字 を記 入 す る.

へ:文 法 的 特 徴.「 割 記(二)」pp.69-70に 指 摘 した よ う に,契 約 文 書 の 決 ま

り文 句 の 一 つ"k激 ・gakbol一"は た い て い は連 用形 で現 れ る が,ま れ に過 去 終 止

形 で 現 れ る.boレ の 活 用 形(連 用形=bolup;過 去 終止形=bolロ/bold1)の み を記
(10>

入 す る.こ れ 以外 の文 法 的特 徴,例 え ば ク ラ ー ク氏 も着 目 した対 格 の+fγ/+ig

と+nf/+niと の使 用 範 囲 の 区 別 の 消 滅,仮 定 法 の語 尾 一sar/-s且rの 一sa/-saへ

の 変 化,二 桁 の 数 の 数 え方 の 変 化 な どに つ い て は,有 意 差 を発 見 で き な か っ

(6)森 安 「トル コ仏 教 」p.3に 記 した よ う に,元 来 尻 尾 の長 い 刈 の尻 尾 は,ウ イ グ ル 文

字 を縦 書 き と見 て,真 下 あ るい は左 側 に伸 びて い る.右 側 に伸 び る の は 二 次 的 な もの

で あ る。Sa21,WPO6,MiO1,MiO6は 草 書 体 で あ る の に尻 尾 の 長 短 に よ る 一q1一γの 区

別 が あ る例 で あ る が,そ の 一qは この二 次 的 な形 で,新 しい もの で あ る.し か し とに か

く 一q/一γの 区 別 を し よ う とい う意 図が あ っ た こ と に注 意 して お きた い.こ れ ら4例 に

つ い て 一 覧 表 には 「変 形 有 」と記 入 した.

(7)cf梅 村 「違 約 罰 」p.02;HamiltonI969,p.27;庄 垣 内,『 東 洋 学 報 』58-1/2,1976,

p.05;Zieme1976,p.237;Ziemel977,p.156.

(8)Erdal1979,p.156.

(9)Erdall979,p.158.

(10)CIark1975,pp.正25-136.
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た.そ の 意義 につ い て は後 述 す る.

ト:特 徴 的語 彙."busavdatanuq"と い う表 現 と 「官 布 」とい う漢 語 起 源 の術

語 の両 方 が古 さの 指 標 に な る ら しい こ とは,『 マ ニ 教 史 』p.54で 指 摘 して お い

た.kidinの 特 殊 な用 例 とそ の意 味 に つ い て も既 に 階U記(一)」 第2節 で 明 らか

に した.kidin「 市場 」の 前 に都 市 名 が あ る 時 はそ れ も一 緒 に記 載 す る.ま た 薪 た

に人 名 要 素 と して のsangun「 サ ング ン 〈Ch.将 軍」に注 目す る.kidinの 欄 以 外

は,該 当 す る もの が あ れ ば0印 を付 け る.

チ:売 買 担保 文 言 の 中 に 契 約違 反 した場 合 の賠 償 に つ い て取 り決 め る条 項 が

あ り,ほ とん どが 賠 償 を二 倍 とす るが,稀 に等 倍 とす る例 が 見 られ る.等 倍 の

方 が古 い こ と につ い て は,「 割 記(一)」pp.68-71を 参 照.勿 論,こ の調 査 の対

象 は売 買契 約 文 書 だ け(ExOlの み例外)で あ る.一 方,梅 村 「違 約 罰」に よ って モ

ンゴル 時代 の指 標 と され た 「違 約 罰納 官 文 言 」が あ る もの に は0印 を記 入 す る.

リ:モ ン ゴル 指標.こ こで は クラ ー ク氏 が文 書 の 内容 や語 彙 か らモ ンゴ ル時

代 に属 す る こ とを示 す 様 々 な指 標 を捜 し出 した 結 果 を利 用 し,同 氏 が モ ンゴ ル

指 標 有 り と判 定 した もの に は○ 印 を,無 しと判 定 した もの には ×印 を付 け る.

1975年 の 時点 で 同氏 に は未 だ知 られ て お らず,そ の検 討 の 対 象 か ら はず れ た も

の に は△ 印 を付 け る.確 実 に モ ン ゴ ル 時代 と い え る術 語 や 人 名 ・地 名 が あ れ

(ユ1)
ば,そ れ を○ 印 の後 に記 入 す る.ク ラ ー ク氏 の 判 定 は 絶 対 で は ない か ら,た と

え○ 印が あ っ て も,そ こ に この よ う な術 語 の 追 記 が な け れ ば,モ ン ゴル時 代 よ

り古 い可 能 性 が あ る点 に注 意 され たい.逆 に ×印 は,契 約 文 書全 体 をモ ンゴ ル

期 の もの とみ よ う と した ク ラー ク氏 の 基準(後 註14参 照)を もっ て して もモ ンゴ

ル指 標 が 見 つ か らな か っ た とい う こ と を意 味 して お り,重 要 で あ る.

(11)人 名 カ イ ム トゥ(カ イ イ ム トゥ)に つ い て は,cf山 田XVLま た オズ ミシュ 及 び イ

ネ チ につ い て は,c£ 梅 村 「違 約 罰」pp.020-022.Mi28に 見 え る"ayaγ 一at註gimllg"

は,ウ イ グ ル語"ayaγ 一qat琶gimlig"に 対 応 す るモ ン ゴル 語 形 で,モ ンゴ ル文 大 蔵 経 そ

の他 に頻 出 す る形 で あ る,cf.Clauson,ED,p.270;σW,p.294;Lessing,MED,

p.23.こ の語 に 関す るKowalewski,D〃RF,p」27の 説 明 は 誤 り.か つ て 護氏 はsftfrl

saロr,baΦrを モ ン ゴル指 標 とみ な した(護A451V,p.226)が,そ れ は正 し くない.恐

ら く ミュ ー ラ ー ・前 田 直典 説 を誤 解 した の で あ ろ う(cfClarkl975,p.206).
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ヌ:契 約 内容.細 か く内容 分 析 し始 め る と種 々 の 問題 点 が 出 て くる ので,こ

こで は ご く大 まか な 記載 に と どめ る.断 片 は翻 訳 は で きて も,契 約 内容 が 不 明

な こ とが あ る が,そ の場 合 は 空 白 に してお く.逆 に,例 え ば立 会 人 の 数 に よ っ

て 内 容 が 推 定 で き る場 合 は(Sa17を 土地売買 と判断 した根拠 は,cf山 田III,p.55;

IV,p.164;XVII,p.506;Clarklg75,pp.304-312),そ れ を カ ッ コ付 きで 記 入 す る.

他 方,雑 種 文書 に つ い て は,内 容 把 握 が 非 常 に 困難 で,文 書 の 機 能 面 に まで 踏

み 込 ん だ性 格 付 け は今 後 の最 重 要 課 題 であ る.そ の 内 容 説 明 はあ くまで 現 段 階

にお け る暫 定 的 な もの で あ り,そ の 配 列 もか な り恣 意 的 で あ る.

ル:紙 質.こ れ は紙 の 色,紙 の 厚 さ,透 し筋(製 紙の際 に出来 る平行線状の縞)/

イ 口 ノ、 二 ホ へ

文書整
理記号

完/
断 片

タムガ

書式

ニシヤ

ン書式

ニシャン

新書式 書 体
尻尾の長短 による

一q1一γの区別
tld

交 替

s/z

交 替
加 点

k註rg註k

bo1.

SaO1 ほぼ完 ○ / / 半楷 無 ○ ○ / boltf

SaO2 完 ○ / / 半楷 多分有 ○ ○ / bolup

SaO3 完 ○ / / 半草 多分有 ○ ○ / bolup

SaO4 完 ○ / / 半草 有 ○ ○ / bolup

SaO5 完 ○ / / 草 無 ○ ○ / bolup

SaO6 ほぼ完 ○ / / 半草 有 ○ ○ / bolup

SaO7 完 ○ / / 半草 多分有 ○ ○ ≦ bolup

SaO8 完 ○ / / 草 無 ○ ○ 廠 bolup

SaO9 完 / / ○ 草 無 ○ ○ / bolup

SalO 完 / / ○ 草 無 ○ ○
q¥血

§s
bolup

Sall 完 / / ○ 草 無 ○ ○ / bolup

Sa12 ほぼ完 / / ○ 草 無 ○ / q?h bolup

Sal3 断片 ○ / / 半草 無 ○ ○

Sal4 断片 草 無 ○ ○

Sa孟5 断片 / / ○ 草 無 ○ ○

Sa16 ほぼ完 / / ○ 草 無 ○ ○ qh bolup

Sal7 断片 / / ○ 草 無 ○ 轟
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/な どを見 た り,実 際 に触 った りして 決定 した もので,既 に 『集 成』2の 掲載 文 書

一覧 表 のK・L・M・N項 に記 入 して あ るの で
,こ こ で は省 略 す る.宗 教 の経

典 類 と違 い,俗 文 書 に上 質 の紙 が 使 用 され る こ とは稀 で あ り,『 集 成 』には 実見

で きた87件 の うち1例(Sa21)が あ る の み で,そ れ以 外 は 中上 質 が26例(本 稿末

尾 の補正参照),中 質 が49例,中 下 質が10例,下 質が1例 で あ る.や は り土 地 ・

家 屋 ・奴 隷 ・人 質 ・遺 産 相 続 な どの 高 額 な物 件 に関 わ る契 約 には よい 紙 が使 わ

れ る傾 向が あ る ら し く,中 上 質 の割 合 が高 い.こ れ に反 して 中 下 質 ～ 下 質 の11

例 は全 て貸 借 文 書 で あ る.ま た面 白 い こ とに,貸 借 文 書 で 中 上 質 なの は,ど う

や ら全 て タム ガ 書式 の よ うで あ る,

イ ト チ リ ヌ

文書整
理記号

busavda

tanuq
官布 kidin

人名 要素

sangun
賠償

違約納
官文言

モ ン ゴ ル 指 標 契 約 内容

SaOl ○ ○
高昌市場で通用,

タムガ印ある官布 ○ 等倍/ X 土地売買

SaO2 / ○ / ○ 等倍 / × 土地売買

SaO3 / ○
??市 場で通用,

タム ガ印あ る官布 / 二倍/ × 土地売買

SaO4 / ○
高昌市場で通用,

タムガ印ある官布/ 二倍 / △ 土地売買

SaO5 / / _/ / 二倍/ ○ オズ ミシュ 土地売買

SaO6 / /
柳中市場で通用,

タムガ印ある棉布/ 二倍/ ○ オズ ミシュ 土地売買

SaO7 / /
柳中市場で通用,

タムガ印ある棉布/ 二倍/
オズ ミシュO

SaO6と 同 じ書記
±地売買

SaO8 / / / / 二倍/ ○ 土地売買

SaO9 / / / / 二倍/ ○ 使者(i陶 土地売買

Sa萱0 / / / / 二倍/ ○ 穆薯(il,、脚 、 土地売買

SaH / / / / / ○
UIUγsUU,aqa,紗○

使 者(yatyala・ 醐
土地売買

Sa12 / / / / / ○
ulロYsUU,aqaO

大 都,中 統 宝 紗
土地売買

Sa13 二倍/ × 土地売買

Sa14 / / / △aqa 土地売買

Sa】5 / / △aqa 土地売買

Sai6 / / / 二倍/
aqa,人 名ラマ○

使者(ilこiyalav鵡
土地売買

Sa豆7 / ○ ○ 紗 (土地売買〉
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イ 口 ノ、 二 ホ へ

文書整
理記号

完/
断片

タムガ

書式

ニ シヤ

ン書式

ニシャン

新書式 書 体
尻尾の長短 による

一qノーγの区別
tld

交 替

S/Z

交 替
加 点

karg註k

bo1一

Sa18 断片 不 明 半楷 多分有 ○ /
Sa19 断片 不 明 半楷 多分有 ○ / /
Sa20 断片 不 明 半楷 多分有 bolti

Sa21 ほぼ完 ○ / / 草 変形有 ○ ○ 擁 bolup

Sa22 ほぼ完 ○ / / 草 無 ○ / q bolup

Sa23 完 ○ / / 草 無 ○ ○ / bolup

Sa24 完 ○ / / 草 無 ○ / 血 bolup

Sa25 ほぼ完 ○ / 草 無 ○ ○ / bolup

Sa26 完 不 明 不明 ○ ○ 榊 bobP

Sa27 完 ○ / 草 無 ○. ○ qYh bo監up

Sa28 完 / ○ 草 無 ○ ○ 貢 bolup

Sa29 完 / ○ 草 無 ○ ○ oq学 血 bolup

ExOl 大断片 ○ / / 半草 有 ○ ○ ≦

ExO2 断片 ○ / 草 無 ○ ○ q?h

ExO3 断片 ○ / 草 無 ○ ○ q

RHOl 断片 不 明 半楷 多分有 ○ bolti

RHO2 断片 不 明 半楷 多分有 q文h boltI

RHO3 完 ○ / / 草 無 / ○ q bolup

RHO4 完 ○ / 草 多分無 ○ / / bo丑ロP

RHO5 完 ○ / 草 無 ○ ○ q bolup

RHO6 断片 ○ / 草 無 ○ ○ q

RHO7 完 ○ / 草 無 ○ / q予 boiup

RHO8 断片 ○ / 草 無 ○ ○ qh bolup

RHO9 断片 不 明 草 無 ○ ○ q予 ≦

RH10 断片 不 明 草 多分無 ○ ○

RHI1 完 ○ / 草 ～ 無 ○ ○ 弓血 bolup
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イ ト チ リ ヌ

文書整

理記号

busavda

tanuq
官布 kidin

人名要素

sangun
賠償

違約納

官文言
モ ン ゴ ル 指 標 契 約 内容

Sa18 ○ ○ / △ 家屋売買

Sa亘9 ○
市場で通用,
タムガ印ある官布 等倍/ △ 人身売買

Sa20 ○ ○ △ 人身売買

Sa21 / / 二倍/ ○ 人身売買

Sa22 / / / 二倍/ ○ イネチ 人身売買

Sa23 / /
市場で通用,

タムガ印ある棉布/ 二倍/ ○ オズ ミシュ 人身売買

Sa24 / / / 二倍/
紗,ピ ン トゥング○

使者(yaIyalavaこ)
人身売買

Sa25 / / / / ○ 人身売買

Sa26 / / / 二倍/ Oaqa 人身売買

Sa27 / / / / ○ ○ ・1・γ・uu 人身売買

Sa28 / / / 二倍/ ○ 援馨,、、、吻 、, 人身売買

Sa29 / / / 二倍/ ○ 程薯(il、、劇, 人身売買

ExO1 / 二倍/ × 土地交換

ExO2 / ノ

aqaム

カイム トゥ
土地交換

ExO3 / △ 土地交換

RHO1 ○ ○ × 土地小作

RHO2 高昌市場で通用 △ 土地小作

RHO3 / / / / ○ 紗(60} 土地小作貸与

RHO4 / / / 1 1 ○ 土地小作

RHO5 / / / ノ 1 ○ カイム トゥ 土地小作

RHO6 / 1 1 ○ 土地小作

RHO7 / / / 1 / ○ カイム トゥ 土地共同使用

RHO8 / / 1 / ム カイム トゥ 土地共同使用

RHO9 / / 1 1 △ 土地共同使用

RH10 / 1 / ム カイム トゥ 土地共同使用

RH1藍 / / / 1 ム カイム トゥ 土地共同使用
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イ 口 ノ 、 二 ホ へ

文書整

理記号

完/

断片

タムガ

書式

ニ シャ

ン書式

ニシャン

新 書式
書 体

尻尾 の長短に よる
一q!一γの区別

tld

交 替

S/Z

交 替
加 点

k試rgak

bo1一

RHI2 断片 / ○ / 草 多分無 ○

RHl3 完 / ○ / 草 無 ○ ○ 血 bolup

RH14 完 / ○ / 草 無 ○ ○ q櫛 bolup

LoO1 断片 不 明 半楷 無 boltf

LoO2 断片 ○ / / 半楷 多分有 亘

LoO3 断片 ○ / / 半楷 有 ○

LoO4 断片 不 明 半草 多分有 ○ q血 /
LoO5 断片 ○ / / 半楷 多分無 ○ bo董ti

LoO6 完 ○ / / 半草 無 / / / bolup

LoO7 ほぼ完 ○ / / 草 無 ○ / q bolup

LoO8 ほぼ完 ○ / / 草 無 ○ / ≦ bolup

LoO9 ほぼ完 ○ / / 草 ○ / qh鳶 bolup

Lo10 完 ○ / / 半草 多分有 ○ ○ q bolup

Lo11 断片 ○ / / 草 bolup

Lo正2 完 / ○ / 草 無 ○ ○ 自 bolup

Lol3 完 / ○ / 草 無 ○ ○ / bolup

Lo14 完 / ○ / 草 無 ○ ○ / bolup

Lol5 完 / ○ / 草 無 ○ ○ q?血 bolup

Lo16 完 / ○ / 草 無 ○ ○ /
Lol7 完 ○ / / 半楷 有 / / / /
Lol8 完 / ○ / 草 無 ○ ○ ? bolup

Lo19 完 ○ / / 半草 有 ○ / / bo韮up

Lo20 ほぼ完 / ○ / 草 無 ○ h

Lo2正 完 / ○ / 草 無 ○ ○ / bolup

Lo22 完 / ○ / 草 多分無 ○ / / bolup

Lo23 完 / ○ / 草 無 ○ ○ / bolup
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イ ト チ リ ヌ

文書整

理記号

busavda

tanuq
官布 kidin

人 名 要素

sangun
賠償

違約納

官文言
モ ン ゴ ル 指 標 契 約 内容

RH12 / △

RH13 / / / ○ 家畜賃貸

RH14 / / / 1○ 家畜賃貸

LoO1 ○ × 官布借用

LoO2 ○ ○ △ × 官布借用

LoO3 / ○

1

○(c£ 註17>

LoO4 / ○ △ 官布借用

LoO5 ○ ○ ×

LoO6 / / /
1

○ フェル ト借用

LoO7 / / / 1 ○ 銀借用

LoO8 / / / 1 OL。07と 同 じ書記 銀借用

LoO9 / / / 1 1 ○ 銀借用

LolO / / / 1 1 ○ オズ ミシュ (銀借用下書〉

Loll / 1 1 △ 棉布借用

Lo豊2 / / / 1 1 ○ 棉布借用

Lol3 / / / 1 ム カ イム トゥ 粗棉布借用

Lo14 / / / 1 ○ カ イム トウ 棉布借用

Lo15 / / / 1 ○ 棉布借用

Lo16 / / / 1 ○ 鍛子借用

Lo互7 ○ / / 1 △ 小麦借用

Lol8 / / / 1 ○ 小麦借用

Lo19 / / / 1 ○ キビ借用

Lo20 / / / 1 ム カ イム トゥ キビ借用

Lo21 / / / 1 ム カ イム トウ キビ借用

Lo22 / / /
[

1
ム カイム トゥ 主穀借用

Lo23 / / / 1 ○ 主穀借用
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イ 口 ノ、 二 ホ へ

文書整
理記号

完/
断片

タムガ

書式

ニ シヤ

ン書式

ニシャン

新書式 書 体
尻尾 の長短に よる

一q1一γの区別
t!d

交 替

slz

交 替
加 点

k註rg註k

bo蓋一

Lo24 完 / ○ / 草 無 ○ ○ / bolup

Lo25 完 ○ / 草 無 ○ ○ bolup

Lo26 ほぼ完 / ○ 草 無 ○ .○ bolup

Lo27 未完 草 無 ○ / h bolup

Lo28 完 / ○ / 草 無 ○ ○ / bolup

Lo29 完 / ○ 草 無 ○ 血 bolup

Lo30 完 / ○ / 草 無 ○ ○ 血 bolup

AdO且 完 ○ / 草 多分無 ○ ○ 聴 bolup

AdO2 ほぼ完 ○ / / 草 多分無 ○ / q糞

AdO3 ほぼ完 / ○ 不明 ○ ○ /
P101 完 ○ / / 草 無 / ○ / bo星up

P102 ほぼ完 ○ / 半草 無 / / /
EmOl 完 ○ / 草 無 ○ ○ q?傭 /
WPOl 完 ○ / / 草 無 ○ / h /
WPO2 完 ○ / / 草 無 ○ / h勇 /
WPO3 ほぼ完 ○ / / 半楷 有 ○ / q /
WPO4 大断片 ○ / / 草 無 ○ ○ qh

WPO5 完 ○ / / 半草 多分無 / ○ q学 /
WPO6 大断片 不 明 草 変形有 ○ / q学 血≦

MiOl ほぼ完 ○ / / 草 変形有 ○ ○ /
Mio2 完 ○ / / 草 無 ○ ○ h≦ /
Mio3 完 ○ / / 草 無 ○ ○ ? /
Mio4 完 ○ / / 草 無 / ○ / /
Mio5 完 ○ / / 半草 無 ○ ○ q餐 /
Mio6 完 ○ 草 変形有 / / / /
Mio7 完 ○ / / 草 無 ○ ○ / /
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イ ト チ リ1ヌ

文書整

理記号

busavda

tanuq
官布 kidin

人 名 要 素

sangun
賠償

違約納

官文言
モ ン ゴ ル 指 標 契約 内 容

Lo24 / / / ム カ イム トゥ ゴマ借用

Lo25 / / / / ○ カイム トゥ ゴマ借用

Lo26 / / / 1 / ○ カイム トゥ ゴマ借用

Lo27 / / 1 / ○ カイム トウ (ゴマ借用下書)

Lo28 / / / 1/ ○ ゴマ借用

Lo29 / / / 1/ ○ 棉花借用

Lo30 / / / 1/ ○ ブ ドウ酒借用

AdO1 / / / 1 ○
オゴデ ィ陛下,○

ヤサ,ダ ルガ
養子

AdO2 / / 1/ Oaqa 養子

AdO3 / / 1/ ○器 養子

P星01 / / / 1 OAdO1と 同じ人々 人質(年 季奉公)

P102 / / 1 ○ 人質(年 季奉公).

EmO1 / / / 1 ○
UIUγSUU,aqaO

紗,ピ ン トゥ ン グ
奴隷解放

WPOl / / / 1 ○
uluγsuu,O

asira一
遺言

WPO2 / / / 1 ○ ○ 聯 。1と同,書 記 奴隷解放遺言

WPO3 / / / ト / × 家財譲渡遺言

WPO4 / /
紗,Sa11と○

密接 な関係
家産分割

WPO5 / ○ / / × 家財譲渡遺言

WPO6 △ 家産分割

Mio1 / /
1

○
uluγsuu,O

aqa,イ ネチ
契約解消

Mio2 / / / / × 人名モ ンゴル 紛争解決

Mio3 / / / ○
ロIUY蜘,○

ダルガ,イ ネチ
紛争解決

Mio4 / / / /
ヤサ,オ ズ ミシュ,○

キ タイ使者(?)
租税分担

Mio5 / / / / ○ 租税分担

Mio6 / / / / ○ 負債原本無効証明

MlO7 / / / / ○ 負債原本無効証明
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イ 口 ノ 、 二 ホ へ

文書整
理記号

完/
断片

タム カ

書式

ニ シヤ

ン書式

ニシヤン

新書式 書 体
尻尾 の長短 による

一q1一γの区別
tld

交 替

s!z

交 替
加点

k註rg巨k

bol一

Mio8 完 ○ / / 草 / /
MlO9 完 ○ 半草 ○ 話 /
Mi10 ほぼ完 ○ / / 草 無 ○ ○ h /
Mi1巨 完 ○ / / 草 無 ○ / / /
Mil2 完 ○ / 草 無 ○ / /
Mi13 完 ○ / / 草 無 ○ / / /
Mi14 完 ○ / / 草 無 / / / /
Ml15 完 ○ / / 草 ○ / / /
Mi16 断片 ○ / 半草

Mi17 完 / ○ 草 無 ○ ○ / /
Mi18 完 ○ / 草 無 ○ / h /
Mi19 完 ○ / 草 無 ○ ○ 頭 /
Mi20 完 / ○ 草 無 ○ / ?血 bolup

Mi21 完 ○ / 草 無 ○ / q血 /
Mi22 完 ○ / 草 無 ○ ○ bo藍up

Mi23 完 / ○ / 草 無 ○ / / /
Mi24 完 ○ / 草 無 ○ ○ / /
Ml25 ほぼ完 ○ / 草 無 ○ ○ qYh /
Mi26 完 / ○ / 草 無 ○ ○ q血 /
Mi27 完 草 無 / /
Mi28 完 / ○ 草 無 ○ ○ qh話 bolup

Mi29 断片 不 明 半楷
「

bo韮di

Mi30 断片 ○ 草 bolup

Mi31 断片 / ○ / 草 無 ○ ○ 奄

Mi32 断片 / ○ / 草 無 ○ qh

Ml33 ほぼ完 ○ / 草 無 ○ /
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イ ト チ リ ヌ

文書整

理記号

busavda

tanuq
官布 kidin

人 名 要 素

sangun
賠償

違約納

官文言
モ ン ゴ ル 指 標 契 約 内容

Mio8 / / / / ○ イネチ 預 り証

Mio9 / / / / △ 血盟書

MHO / / / !/
紗,○

ピン トゥング
金銭領収証

Mil1 / / / 1/ ○ 受領証

Mi12 / / / 1/ ○ 受領証

Mil3 / / / 1/ △ 特殊領収証

Mi14 / / / 1/ △ 納入証

Mil5 / / / 1/ ム イネチ 納入証

Mi真6 / / 柳中市場で通用 1/ △ 負債完済証明

Mi17 / / / 1/ ○ 紗,yQS・ ・ 残金支払誓約

Mi18 / / / 1/ ○
トゥリ関係

負債原本無効証明

Mil9 / / / 1/ ○
トゥリ関係

負債代理支払委託

Mi20 / / / 1/ ○
トゥリ関係

内容 不明

Mi21 / / / 1/ Oaq亀 蓉ilt掛

トゥリ関係

誓約書

Mi22 / / / 1/ ○ カイム トゥ 税負担誓約

Mi23 / / / 1 / △ 返還証文

Mi24 / / / 1 / Oaqa 紛争解決

Mi25 / / 1 / △k6s樋r 土地譲渡

Mi26 / / / r / ○ 商品代理販売

Mi27 / / / 1 / △ 人名サイン 特殊領収証

Mi28 / / / /
ayaγ 一atagimlig,O

aqa,中 統 宝 紗
土地使用権譲渡

Mi29 △

Mi30 △

Mi31

1

/ △

M}32 / △

M霊33 / / / △
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さて,先 に私 は文 法 的 特徴(へ 項)に 言及 して,「 対 格 の+iγ/+igと+ni/+niと

の使 用 範 囲 の 区別 の消 滅,仮 定 法 の 語 尾 一sar/-sarの 一sa/-saへ の 変 化,二 桁

の数 の数 え方 の 変化 な ど につ い て は,有 意 差 を発 見 で き なか っ た」と述べ たが,

それ もそ の はず で,エ ル ダル氏 の古 代 トル コ語 時 代 区分 に よれ ば,こ れ らは い

ず れ も最 後 の 第 四段 階 の特 徴 で あ り,そ の 第 四段 階 は モ ンゴ ル時 代 よ りは るか
(12)

に前 の11世 紀 中葉 には始 まって い る か らであ る.『 集 成』に ま とめ られ た もの を

中心 とす る トゥル フ ァ ン出土 ウ イ グ ル文 契 約 文 書 の年 代 につ い て 言 えば,私 は
(13)

山 田 氏 と ほぼ 同 じ く 「10世 紀 か ら14世 紀 ま で」の 問(即 ち西 ウ イグ ル 国 の 最 初

期 を除 く全 時 期 ～ モ ン ゴル帝 国 ・元朝 時代)と 考 え,全 て をモ ン ゴル期(13-14
(ユ4)

世紀)の ものとみなすクラーク説を排除するが,さ りとて大半がモンゴル期に

属することまでは否定 しない.実 際に残っているものの内に10-11世 紀に属す

る文書があったとしてもそれは僅かであろう.つ まりほとんどの契約文書はエ

ルダルの第四段階の言語で書かれているだろうということである.そ れ故に

『集成』で扱った文書を文法的特徴に基づいてより細か く時代区分することは,
(15)

ほ と ん ど絶 望 的 なの で あ る.

(12)Erdall979,pp.157一 正58.同 様 にk註rak(<kargak>,bi】a(〈birla)の 存 在 も,本 稿 の

対 象 で あ る 契 約 文 書 の枠 組 み の 中 で は 古 さ を 否 定 す る指 標 に な らな い.一sa1-saも

k琶rakも 既 に敦 煙 蔵 経 洞 出 土 の10世 紀 の 半 楷 書 体 の 仏 典 『善 悪 二 王 子 経 』に現 れ て い

る,cf.Hamilton,C8BMP,pp.4,91,92.

(13)「9世 紀 後 半 か ら,豆4世 紀 ま で の あ い だ」(山 田II,p.209);「 最 大 限9世 紀 末 か ら14

世 紀 ま で の もの 」(山 田III,p.32);「 ふ つ う は10世 紀 か ら14世 紀 の あ い だ」(山 田IV,

P.94).

(14)「 劉記(一)」pp.52-53;「 制 記(二)」p.72;「 剤 記(三)」p.50.「 答U記(二)」p.72で

や や詳 し く述 べ た通 り,こ の ク ラー ク説(Clarkl975,pp.97-196)に 極 め て近 い 考 え を

か つ て は ツ ィー メ 氏 も持 って い た(cf.ZiemeI974,p.300;Ziemel977,pp.146,

147,14g;Ziemelg80,pp,lg8,206_207;Ziemel980b,p.274)が,『 集 成 』編 集 の共

同 作 業 を通 じて 最 近 で は 私 の 考 え に理 解 を示 して くれ て い る(例 え ば 『集 成 』2,pp.

40-41,テ キ ス ト註 参 照).ツ ィー メ氏 がanvu彗iと 読 ん で 元 代 の 「安 撫 使 」 と解 釈 した

語(Sa19,1.16)も 『集 成 』で はqayusfと 読 み 換 え る こ と に な っ た.

(15)最 近,デ ル フ ァー 氏 が古 トル コ語 文 献 全 体 の 時 代 区 分 に 関 す る論 著 を発 表 した

(Doerferl991;Doer免r1993)が,古 トル コ語 文 献 の 中 で は相 対 的 に新 しい 契 約 文書 の/
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しか しな が ら ここ に我 々が 作 成 した一 覧 表 に眼 を転 じて,書 体 ・書 式 ・特 徴

的 語 彙 ・内 容 を組 み 合 わ せ て これ らを総 合 的 に見 直 す な らば,そ こか らは さ ま

ざ ま な偏 差 や 傾 向が 読 み 取 れ る の で あ る.以 下 に そ れ を検:討 して い こ う.

ハ項 と二項 の 関係=タ ム ガ書 式 に は半 楷 書 体 ・半 草 書 体 ・草 書 体 の い ず れ も

使 用 され るが,ニ シ ャ ン書式 ・ニ シ ャ ン新 書 式 に は一 つ の例 外 もな く全 て 草 書

体 が使 わ れ て い る.逆 に 半楷 書 体 な い し半 草 書 体 は タム ガ書 式 に しか 使 用 され

て い ない.こ の 事 実 だ け か ら も,タ ム ガ書 式 が ニ シ ャ ン書 式 よ り古 い と断 定 す

る こ とが で きる.

二項 とホ 項 との 関 係:本 来 の 形 の 尻 尾 の 長 短 に よる 一q序 γの 区 別 が あ る の

は,半 楷 書 体 な い し半草 書体 の み で あ る.繰 り返 す まで もな く,こ れ が 保 存 さ

れ てい るの は古 い 書体 で あ る.し か し半 楷 書 体 だ か ら とい っ て この 区 別 が 必 ず

あ るわ けで は ない.一 方,tとd,sとzの 間 の 交 替 あ るい は 混 用 はい ず れ の 書

体 に も無 差 別 に頻 出 す る.つ ま り これ は,全 てが10世 紀 以 降 に属 す る我 々 の 契

約 文 書 を時 代 区 分 す る た め に は役 に 立 ち そ う に な い.先 に言 及 したハ ミル ト

ン ・エ ル ダル 両 氏 の 見 方 は や は り正 しか っ た の で あ る.ま た,書 体 と加 点 の 関

係 で は,半 楷 書 体 のRHO2に 血が 現 れ る こ とが 注 目 され る以 外,新 しい 事 実 は

発 見 で き なか っ た.か な り早 い 時 期 か らqに 付 され た加 点 が,γ に まで 付 くよ

う にな るの は後 期 的現 象 と言 わ れ るが,確 か に こ こ で も7が 見 え るの は,半 草

書 体 のwpo5とMiO5の2例 を除 き,あ と は全 て草 書 体 の もの で あ っ た.

ハ ・二項 とへ ・ ト ・チ項 との関 係:ト 項 の特 徴 的 語 彙 が 現 れ るの は 全 て 半 楷

(16)

書 体 ない し半 草 書体 の もの で,必 然 的 に全 て タム ガ書 式 であ っ た と思 われ る.

さ らに へ 項 が"kargakboltf"と な っ て い る7件(SaO1,Sa20,RHO1,RHO2,

LoOl,LoO5,Mi29)と,チ 項 の賠 償 が 等 倍 で あ る3件(SaO1,SaO2,Sal9)の 合

/時 代差 をみ る上 では,エ ル ダル論 文 同様,あ ま り役 に立ちそ うにない.な お,デ ル

ファー氏が,先 行研究 と しての拙稿 を何 一つ見 ていないのは,ま ことに遺憾であ る.

(16)た だ しkidinに ついてのみ例外が一つあ る.そ れはSa23で,現 時点では草書体 と判

断せ ざるをえないが,か なり奇妙な癖 のある字 であって,も しか したら古いのか もし

れ ない.し か し,や は りタムガ書式 ではある.
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計9件 は,断 片 で あ って 情 報量 が非 常 に少 な いMi29を 除 き,全 て ト項 に特 徴 的

語 彙 が 現 れ る文 書 群 に包 含 され る.し か もこ の9件 は,一 つ の例 外 もな く半楷

書体 で あ る か ら,ト 項 に特 徴 的語 彙 が 現 れ る文 書 群 の 中で も さ ら に際 立 った グ

ル ー プ と して ま とめ られ る.

ト項 と リ項 との 関 係:ト 項 の特 徴 的語 彙 の うち か らkidinを 除外 す れ ば,見

事 に リ項 と相 補 分 布 をな す.

チ 項 と リ項 との 関 係:チ 項 内 の賠 償 を等 倍 な い し二倍 とす る文 言 と違 約 罰 納

官 文 言 と も きれい な相 補 分 布 を な し,違 約 罰納 官 文 言 が あ る もの に は全 て 強力

な モ ンゴ ル指 標 が あ る.

二項 と ト ・チ ・リ項 との 関係:モ ンゴ ル指 標 の有 る もの は ほ とん どが 草 書 体

で,時 お り半 草 書 体 が 混 じる程 度 で あ る が,逆 に半 楷 書 体 の もの に は モ ンゴ ル

(17)

指 標 が 全 く無 い.こ れ は半楷 書体 を古 い と見 る我 々 の考 え と完 全 に整 合 す る.

以 上 を総 合 的 に判 断 して,私 は,契 約 文 書 の 中 の 「古 さの指 標 」と して,次 の

八 つ を抽 出 したい.す な わ ち,(1)半 楷 書 体,(2)タ ム ガ書 式,(3)尻 尾 の 長 短 に

よる 一q/一γの 区 別 有 り,(4)"kargakbolti",(5)"busavdatanuq",(6)官 布,

(7)人 名 要 素 「サ ング ン」,(8)賠 償 等 倍,で あ る.こ れ ら八 つ の 条件 の うち,(1)

を含 め 半 分 以 上 を満 た して い るSaOl,SaO2,Sa20,RHO1,LoO2,LoO3,LoO5,

Lo17の8件 は 『集 成 』の 中で は最 も古 く,多 分10-11世 紀(ど んな に遅 くて も 互2

世紀)の もの で あ り,(1)を 含 め 三 つ 以 上 の 条 件 を満 た すSa18,Sa19,LoO1,

WPO3の4件 もそ れ に準 ず る時 代 の もの とみ て大 過 な い で あ ろ う.特 にSal8に

見 え る 「沙 州 将 軍 」と,今 や1008年 に書 か れ た こ とが確 定 され た トゥル フ ァ ン

出 土 ウ イ グ ル文 棒 杭 文 書 の 「沙 州 将 軍 」と の名 称 の 一 致 は注 目 さ れ る.な ぜ な

ら,こ の 棒 杭 文 書 も史料 の 一 つ と して使 用 した私 の研 究 に よ って,西 ウ イ グル

国 が 「沙 州」す な わ ち敦 煙 に まで か な りの程 度 の支 配権 を及 ぼ して い た の は10

(17)リ 項 に○印があ って唯一 の例外 に見 えるLoO3も,実 は二桁 の数 の数 え方 が 「新方

式」であ るとクラーク氏が考 えたか らにす ぎない.エ ルダル氏 によれば この 「新方式」

は11世 紀 中葉か らあ り得 ること,前 註12と その本文で見 た通 りで ある.
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(18)
世紀の終わりごろからll世 紀前半までであることが判明しているからである.

またWPO3はSaO2の 背面であるが,テ キス トの残 り方から見てSaO2の 方が

WPO3の 裏の空 白を再利用 したことは明白であるから,WPO3も 当然10-11世

紀(ど んなに遅くても12世紀)の ものである.

最後に結論をまとめてお く.タ ムガ書式で半楷書体のものは最も古 くて,お

そらく10-11世 紀に属 し,12世 紀まで下る可能性 もあるが,少 なくともモンゴ

ル期以前と断定できよう.半 楷書体は 「古さ」の十分条件である。10世 紀前後の

敦焼蔵経洞出土文書中に草書体は皆無であ り,半 草書体さえモンゴル時代窟か

らの 「まぎれ込み」の恐れのある一点(MO1刀,No.12)の みであったことを想起

していただきたい.タ ムガ書式で半草書体(即 ち半楷書体か草書体か明確に区別で

きなかった)の ものは,お そらく12-13世 紀を中心 にその前後にまたがるのであ

ろう.タ ムガ書式で草書体4)も のは,ほ とんどが13世 紀,遅 くとも14世 紀初め

までであろう.タ ムガ書式に もモ ンゴル時代のものは相当にあるとい うこと

で,タ ムガ書式は 「古さ」の必要条件ではあっても十分条件ではない.一 方,モ

ンゴル時代に入るとニシャン書式が出現 し,徐 々にタムガ書式に取って代って

いくが,両 者はかなりの期間並存 したと思われる.さ らにニシャン書式からニ

シャン新書式が生まれるが,後 者が前者を駆逐するわけではな く,両 者は適当

に使い分けられる形で並存 し続け,比 較的重要な契約の時にはニシャン新書式

が使用されたようである.す なわち13-14世 紀のモンゴル時代には,半 草書体

または草書体でタムガ書式,草 書体でニシャン書式,草 書体でニシャン新書式

のいずれもがあったわけで,実 際に我々の眼にすることの出来る トゥルファン

出土 ウイグル文契約文書の大部分がこの時代に所属するという通説は,決 して

間違っていない.『集成』中でも9割 近 くがこの時代の文書である.

(18)森 安 「ウ イ グ ル と敦 焼 」pp.331-335;森 安 『マ ニ教 史 』pp.151-152.こ の 見 解 は幸

い に して 中国 や 欧 州 の 学 者 の 受 け 入 れ る とこ ろ とな っ て い る.
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11.tar重altarda

『集 成』の遺 言/家 産 分 割文 書 の項 に含 め た一 文 書WPO3に は,T'RD'あ るい

はT'ND'と 翻 字 で きる単 語 が 二度 現 れ るが,こ の単 語 を我 々 は不 明 の ま ま残 さ

ざ る をえ な か っ た.実 は 同 じ単 語 が ひ3p79[TIIB21]に もT'RT'/T'NT'と い

う形 で現 れ てい る.こ の σ勘79は,1975年 に ドイ ツの ガバ イ ン(A.vonGabain)

先 生 が 来 日 され,東 京 大 学 で 日本 人学 生 数 名 を集 め て初 歩 的 な ウ イ グル 語講 習

会 を開 い て くだ さっ た時 に,テ キ ス トの一 つ と して 取 り上 げ られ た もの で あ つ

た が,そ の 際 に もこ の単 語 の 意 味 は不 明 と され た.し か し今 よ うや くそ の解 答

を見 つ け る こ とが で きた の で,こ こ に報 告 す る.

WPO3は,厳 密 に言 え ば 内容 的 に も形 式 的 に も契 約 文 書 で は な い が,ウ イ グ

ル 人 の実 生 活 を知 る上 で 重 要 な もの なの で,敢 え て 『集 成 』に収載 した.こ れ は

冒 頭 に 「猪 年 第 四 月 」とい う 日付 が あ り,そ れ に 「私 カ ラチ ュ クは 重 い 病 気 に

な った 時,私 の 息子 に,残 っ た財 産 を列挙(記 録)し て お い た.」 とい う一文 が

続 い て い る.以 下 に は,恐 ら く 「はれ 」の 日に招 く客 人用 の,坐 具 な い し臥 具 や

食 器 そ の他 の 道 具 の 名称 と数 量 が 列 挙 され,文 末 に タ ム ガ印 が 押 され て い る.

問 題 の 単語 は 「7(枚 の)白 いtarda褥 。5(枚 の)灰 白色 のtarda褥 」 と して現 れ,

そ の前 後 の文 脈 か ら見 て,こ れ は褥(原 文 はt6蓉akで,マ ットレス ・クッシ ョン ・ふ

とんの類)の 材 質 も し くは形態 を特 定 す る もので あ る と推 定 さ れ る.σ5ρ79で も

「赤 地 のtarta褥 」,「白地 のtarta褥 」 とな っ てお り,こ の推 定 は裏 付 け られ る.

そ れ に もか か わ らず 我 々 はll世 紀 の カ ー シ ュ ガ リー の辞 書,明 代 の高 昌館 訳

語 ・畏 兀児 館 訳 語,近 現 代 の各 種 トル コ語 方 言 辞 典 な どで 対 応 す る語 を捜 す こ

とが で きな か っ た.と ころ が意 外 に も これ が モ ンゴル 語 の 文献 『元 朝 秘 史』の,

しか も他 な らぬ 西 ウ イ グ ル に関 係 す る記 事 の 中 に見 つ か っ た.

『元 朝 秘 史 』巻 十 ・238節 に は,西 ウ イ グ ル 国 が 自 らす す ん で チ ンギ ス 汗 の も

と に勃 興 しつ つ あ る モ ン ゴル に服 属 を願 い 出 て 許 され る とい う有 名 な 話 が あ る

が,そ こ に西 ウ イ グル 国 王(イ ドゥ ウ ト=亦 都 兀楊=Idu'ud<Uig.Iduqqut)バ

ル チ ュ ク=ア ル ト=テ ギ ンが チ ンギ ス汗 に 献 上 した貴 重 な 品 々 が列 挙 さ れ て い
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る.そ れ らは金 ・銀 ・真 珠 ・織物 類 で あ るが,織 物 の 中 に 「苓 舌児 答思(dardas)」

が 現 れ,し か もそ の 漢 訳(漢 字 の傍 訳)は 「渾 金 段 子 」とな っ て い る.こ れ ま で

に公 刊 さ れ た 『元 朝 秘 史 』の 訳 註 を参 照 す る と,こ れ は那 珂 通 世訳 で は 「総 金

欄 」,村 上 正 二 訳 で は 「ダ マ ス ク織 」,ク リー ヴ ス訳 と ラ ケ ヴ ィル ッ訳 で は

(19)
"damasks"

,小 林 高 四郎 ・小 沢 重 男 両訳 で は 単 に 「椴 子」とな っ て い る.ま た こ

の 「苔 舌児 苔思(dardas)」 は巻 十 二 ・274節 に も見 え るが,そ れ はバ グ ダ ッ ド地方

の産 物 と して で あ り,対 応 す る漢 訳 は 「誘 金 」で あ る.そ の訳 語 は那 珂 ・村 上 ・

ク リー ヴ ス訳 で は い ず れ も上 と同 じで あ るが,小 林 氏 と小 沢 氏 は そ れ ぞ れ 「繍

(20)
金」,「 ダマ ス ク織 」に変 え て い る.小 林 氏 と小 沢 氏 は 同 じ くdardasで 表 わ さ れ

て い て も,漢 訳 が異 な る両 者 を別 物 と考 え た の だ ろ う.確 か に 「誘金 」は 文字 通

りに とれ ば 「金 糸 の 刺 繍 」で あ る.ヘ ー ニ シ ュ編 『元 朝 秘 史 語 彙 集 』で もこ の両
(21)

者 に対 し"Goldstickerei(金 の刺 繍),Brokat"と い う二種 の説 明 を与 え て い る.

しか しこ れ らの解 釈 はい ず れ にせ よ漢字 傍 訳 の逐 語 訳 で あ って,dardas(一sは 複

数語尾)の 実態 を考 慮 しての訳 語 で は な い.た だ注 意 すべ きは,前 嶋 氏 や村 上 氏

が 指 摘 され た よ うに,コ ワ レフ ス キー の辞 書 で はtardaが 「花 模様 の あ る ダマ ス

ク織 物(damasparsem6de刊eurs,oudebouquets)」 と解 釈 され,『 五体 清文 鑑 』

(22)
で は"darda篇 粧 椴"と な っ てい る こ とで あ る.後 者 を京 都大 学 文 学 部 内陸 ア ジ

ア研 究 所発 行 の 『五体 清 文 鑑 訳 解(上 巻)』(1966,p.671,No.11866)で は,『 増 訂

(19)那 珂 『実 録 』p.343;村 上 『秘 史 』3,pp.78-79;Cleaves,3〃,p.172;Rachewihz

l982,p.44;小 林 「蒙史 』p.243;小 沢 『秘 史 続 』下,p.83。 た だ し小 林 訳 の み はや や

曖 昧で,原 文 に 「納 赤f易 苔 舌児答 思(naこiddardas)」 と二度 現 れ る うち の片 方 を 「金欄,

椴 子 」 と分 けて 訳 す の に 対 し,も う片 方 は 「金欄 模 様 の あ る鍛 子 」と ひ とま とめ に して

い る.な お 佐 口 氏 は この箇 所 を 「naこid(金 欄 椴 子),tarda(椴 子)」 と しつ つ,na6idの

方 に 「絹 地 に 金 を刺 繍 した 織 物 即 ち錦 欄 鍛 子 」 とい う説 明 を加 え て い る(佐 口1943,

pp.13,5g)。 金 欄 は 金 糸 を織 り込 ん だ織 物(cf.後 註35)で あ っ て,刺 繍 で は な い か

ら,こ の 説 明 は お か しい.ま た 金 欄 と椴 子 とが 別 物 で あ る こ と も認 識 して い ない,

(20)那 珂 『実 録 』p.544;村 上 『秘 史 』3,p.328;Cleaves,εH,p.214;小 林 『蒙 史 』

p.301;小 沢 『秘 史 続 』下,p.476.

(2DHaenischl962,p.32.

(22)Kowalewski,D〃RF,p.1681;前 嶋 「バ グ ダ ー ド」p.206;村 上 『秘 史』3,p.332。
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清 文 鑑 』の 満 語釈 義 に よっ て 「金綜 を加 え て織 った 紋 様 入 りの椴 子 」と説 明 して

い る,レ ッシ ング の辞 書 で も明 らか に 『清 文鑑 』を引用 してdardaを"Akindof

(23)
floweredChinesesilk"と して い る.

以 上 よ り,問 題 の術 語 は,ど うや ら金 糸 を使 っ た豪 華 な模 様 の あ る 高価 な 絹

織 物 で あ る と言 っ て よ さそ うで あ る.し か し まだそ れ が 織金 錦(金 入 り錦)や 金

欄 な どの よ うに金 糸 さ ら に はそ の 他 の 彩 糸 を織 り込 ん で模 様 を出 した もの な の

か,そ れ と も絹 織 物 の生 地 に金 糸 で 刺 繍 を した もの な の か まで は確 定 で きて い

な い.な ぜ な ら清 代 の 諸文 献 は確 か に 「鍛 子 」と して い るが,『 秘 史 』に は 「渾 金

段 子 」の ほ か に 「誘 金」 とい う傍 訳 もあ って,こ れ を 簡単 に は無 視 で きな い か ら

で あ る.と こ ろが 真 に幸 い な こ と に,か つ て小 林 高 四郎 氏 が大 学 の 一般 教 養 課

程 用 に ま とめ られ た概 説 書 に次 の よ うな一 節 が あ る.

虞 集 の 曹 南 王 勲 徳碑(道 園学 古 録 巻 二 十 四)に 「… 中 統 建 元 の 歳,功

を賞 して黄 金 五 十 両,旦 耳 答 九 襲 を賜 う.旦 耳 答 と は西 域 織 文 の最 も貴 き

もの な り」とあ っ て,西 域 織 物 の高 貴 な もの に,旦 耳 答tan-erh-ta<*tarda
(24)

とい う もの の あ っ た こ とが 知 られ る.

『四部 叢 刊 初 編 』集 部 に 入 っ て い る 『道 園 学古 録 』巻 二 十 四(p.215下),及 び

『元 人 文 集 珍本 叢 刊 』に あ る 『道 園 類 藁 』巻 三 十 八(十 八 葉 表,p.207下)で 原 文

を確 認 した と こ ろ,旦 耳 答 九 襲 は 正 し くは旦 耳答 衣 九襲 で あ っ た.問 題 の曹 南

王 は,世 祖 ク ビ ラ イ に仕 え,ア リ クブ ゲ との皇 位 争 い に武 勲 を立 て た者 で,中

統 元 年(1260年)に 黄 金50両 とt飢altarda製 の衣 服9セ ッ トの褒 賞 に与 った わ け

で あ るか ら,そ のtarta/tardaと は さぞ 貴 重 な もの に違 い な い.そ して曹 南 王 勲

徳 碑 に 「旦 耳 答 者,西 域 織 文 之最 貴 者 也 」と明記 され て お り,織 文 とは 普 通 は模

様 の あ る織 物 をい うの で あ る か ら,こ れ は刺 繍 で は な く,や は り織 物 とみ なす

べ きで あ ろ う.

我 々 は トル コ語 諸 方 言 中 にtarta/tardaと い う語 の痕 跡 を見 つ け る こ とが で き

(23)Lessing,ハfED,p.233.

(24)小 林 『東 西 文 化 交 流 史 』p.237.

(86)



ず,か え って 『元 朝 秘 史 』とそ れ 以後 の モ ンゴル語 関係 の語 彙 集 や辞 書 中 にそ れ

が見 つ か っ た.し か し,前 節 で 述 べ た よ う に,WPO3は10-12世 紀 の もの で あ

る か ら,そ こ に見 え るtarta/tardaを モ ン ゴ ル語 か らの 借 用 語 とみ な す こ と に

は,歴 史 的 に 大 き な無 理 が あ る.や は り10-12世 紀 か ら既 に ウイ グ ル で流 通

し,珍 重 され てい たか ら こそ,13世 紀 初 頭 に西 ウ イ グ ル国 王 が これ をチ ンギ ス

汗 に献 上 した と考 え る方 が 自然 であ る.そ うす れ ば ク ビ ラ イ時代 に も これ を西

域 特 産 と して い る こ とが容 易 に納 得 で きよ う.T字 は ウイ グル 語 で は一 般 にt音

で あ るが,こ れ は モ ンゴ ル語 で はt音 に もd音 に も な り得 る ので,tarta/tardaが

モ ン ゴル語 に借 用 され てdardaと な る の は ご く自然 で あ る.

以 上 の 理 由 に よ り私 はWPO3の 問 題 の 不 明 語 をtarta/tardaと 復 元 し,そ れ を

「金 糸 さ ら には そ の 他 の彩 糸 で特 殊 な模 様 が 織 り出 され た 西 域 特 産 の高 級 絹 織

物 」 と限定 す る こ と とす る.た だ しこの 条 件 だ け な ら平 組 織 や綾 組 織 の もの で

も よい わ け で,こ れ をす ぐさ ま縮 子 組 織 の椴 子(次 頁 の定 義参 照)に 比 定 す る の

は躊 躇 され る.と い うの は,平 組 織 や綾 組 織 の錦 が 古 くか らあ るの に対 し,儒

子 組 織 の鍛 子 が 出現 す る の は どん な に早 くて も北 宋 代 で,盛 ん に な るの は元 代
(25)

か らで あ る.とい わ れ る か らで あ る.そ の よ う な椴子 が 同時 代 の10-12世 紀 に,

ウ イ グル 地方 あ る い は さ らに広 く西 域 で 生 産 され る高 級 絹 織 物 の ベ ー ス にな っ

て い た と推 定 す る た め に は,そ れ な りの 根 拠 が 必 要 で あ る.

と ころ で拙 稿 『マ ニ教 史』第3章 第5節 で検 証 した よ うに,西 ウ イ グ ル王 国 初

期 の 情 報 を伝 え る イス ラム側 の 史料C(ガ ル デ ィー ジ ー)に 「王 族 の衣 服 は 中国

産 の 錦 や 絹 で,庶 民 の 衣 服 は 絹 や 木 綿 で で きて い る.」 とあ り,史 料D(イ ス

ハ ー ク)に は 「王 国 の諸 事 百般 は宰 相 と侍 従 た ちの 手 にあ る.彼 等 の 衣服 は 中国

の絹 で あ り,中 国 人 の よ う な服 装 で あ る、」とあ る一 方,亀 藪 ウ イグ ル即 ち西 ウ

イ グ ルの こ と を伝 え る 漢文 史料 『宋 会 要 輯稿 』197冊 には そ の王 妃 の服 装 につ き

(25)太 田1953,pp.101,105,107;佐 藤 『古 代 絹 』下,p.288;森 安 「キ ンサ イ鍛 子 」

n.33.因 み に,佐 藤 氏 がp.337に 『大 唐 六 典 』よ りの一 文 を引用 し 「羅 錦 綾段 紗 」と し

て い る の は近 衛 本 に拠 った か らで,宋 版 残 巻 に よっ て この 「段 」は 「絹 」とす べ きで あ

る.そ う しな い と,段 子 は唐 代 中期 に は 普 及 して い た こ と に なっ て し ま う.
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(26)

「著 紅 羅縷 金之 衣 」とあ っ た.こ れ らはつ ま り10-11世 紀 の西 ウ イ グル王 国 に は

湘 当 量 の 中 国 の 高級 絹 織 物 が 輸 入 され て い た こ とを窺 わせ る.そ の 中 に早 くも

鍛 子 が 混 じっ て い た可 能 性 が な い とは言 え ない.別 稿 で 述 べ た よ う に,遅 くと

もモ ン ゴル 時代 の ウ イ グ ル語 で は,椴 子 す な わ ち 「編 子 組 織 の高 級 絹 織 物 で,

主 に二 色(経 糸一色 と緯糸一色;経 緯同一色の場合 もあ る;三 色以上の場合で も基調は

(27)
二色)の 彩 糸 を用 い て紋 様 を浮 き出 した もの 」を指 す 言 葉 と して,本 来 は 「家

畜,生 きて い る財 産 」か ら一般 的 に 「財 産 」,さ ら に 「商 品,貿 易 品」な どの 意 に

(28)

転 誰 したtavarの 語 を転 用 してい る.シ ル ク ロ ー ド貿 易 の担 い 手 で あ っ た ウ イ グ

ル 人 で あれ ば,絹 製 品 の 中で も最 も新 し く登 場 した 椴子 とい う重 要商 品 名 と,

一 般 的 に財 産 を表 わす 語 が 同 じで あ って も不 思 議 は ない
.そ れ ば か りか,や は

り 『マニ 教 史 』の 第2章 に取 り上 げ た マ ニ教 寺 院経 営令 規文 書 の 湘nkim(絨 錦)

の項 で 述べ た よ うに,10世 紀 には この 「支 那製 の錦 の 一種 」が 西 ウ イ グ ル国 で流

通 して い た し,12世 紀 の 『松 漠紀 聞』が書 かれ た頃 に は そ れ を 自前 で生 産 す る ま

(29)
で に至 っ て い たの で あ る.と す れ ば,13世 紀 の ウ イ グ リ ス タ ンで 鍛子 の類 が生

産 され て い な か っ た とは言 い 切 れ な くな る.こ れ に関連 して想 起 さるべ きは,

(30>

佐口氏が引用した次のような記事である.
ビシュバリク

別 失 八 里 局,秩 從 七 品.大 使 一 員,副 使 一 員.掌 織 造 御 用 領 袖 納 失 失 等

段.至 元 十 三年始 置.(『 元史』巻 八十五 ・百官志一,中 華書局版,p.2149)

納 失 失(*na首i蓉)は 納 石 失(*na鵬)・ 納 失 思(*na蓉is)・ 納 赤思(*na6is)と も書 か

(26)森 安 『マ ニ教 史 』PP.164,萱65,170,173.

(27)森 安 「キ ンサ イ椴 子」n.33の 椴 子 の 定 義 を,こ の よ うに修 正 す る.日 本 の 名 物 裂 で

椴 子 と呼 ば れ て い る もの の 中 に は綾 組織 の もの もあ るが,こ れ は 考 察 外 とす る.

(28)森 安 「キ ンサ イ椴 子 」pp.426-432.

(29)森 安 『マ ニ教 史 』pp.90-91.尚,太 田氏 は 同 じ く 『松 漠 紀 聞』に よ りなが ら,ウ イ グ

ル 人が もた ら した商 品 の 中 に 「注 糸紺 なる もの が あ る こ と を言 い,こ れ を縮 子織 りの も

の と考 えて い る よ うで あ る,太 田 正953,pp.104-105,n.16.も しこ れが 正 しけれ ば私

に は都 合 が よい が,残 念 な が らそ の論 拠 は曖 昧 で あ り,に わ か に こ れ に従 うわ け には

い か な い.

(30){左 二口1943,p.58.
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れて元代の漢文史料によく現れるが,既 に言及した 『元朝秘史』巻十 ・238節に

は 「納赤f易(naこid)」,『同』巻十二 ・274節 には 「納赤都f易(na6idud)」として(いず

れも苔舌児苔:思と並んで)現 れ,前 者には 「金段子」,後者には 「織金」という傍訳

が付いている.一dは モ ンゴル語の複数語尾である.ま た前述の曹南王勲徳碑に
㊤1)

は 「納赤思者,縷 皮傳金爲織文者也」とあり,『元史』巻七十八 ・輿服志一(中 華

書局版,P.1938)で は納石失に 「金錦也」の註を付 している.錦 は素材や組織には

関係な く,多 くの彩糸を用いて華麗な紋様 を織 り出 したものの総称であるか

ら,た とえ納石失が鍛子の特徴である編子組織で織 られていなくとも,金 糸を

含む多色の織物であれば金錦と言える.し かし私はやはり『元朝秘史』に「金鍛

子」,先 の別失八里(ビ シュバ リク)局 の記事に「納失失等の段(子)」 とあったこ

とを重視 し,納 石失を椴子の一種 と考えたい.『元史』輿服志の註は,漢 語では

意味不明の納石失に対 して簡単な説明を加える際に,華 やかな高級織物の代名

詞 として人口に月會灸 した錦の語を使用 したものと考えればよい.と はいえ,あ

くまで 『秘史』巻十二の傍訳の 「織金」と 『元史』輿服志の 「金錦」に固執 して,
(32)

これを織金錦すなわち組織には無関係の 「金入 り錦」とする見方を否定 し去るわ

けではない.い ずれにせよ金糸その他を使 った高級絹織物であることは確か

で,モ ンゴル勃興時には既に西アジアや西 トルキスタン(ソ グディアナ)の 特産
(33>(34)

となっていたものである.そ の原語(ア ラビア語やペルシァ語でnas切 が如実に示

す通 り,元 来は中国で しか生産されなかったはずの高級絹織物の一種が,い つ

しか西アジア～西 トルキスタンの名産品となっていたのである.

上掲の 『元史』百官志の一文は,ク ビライ時代の至元十三年(1276年),ウ イ

グリスタンの中心都市ビシュバリクに元朝直属の官営織物工場が設置され,そ

こで 「納失失などの椴(段)子 」が作 られるようになったことを伝えているわけ

で,こ の事実は,ウ イグルにそのような高度な織物技術の伝統があったことを

(31)『 道 園 学 古 録 』巻 二 十 四(p.217上);『 道 園 類 藁 』巻 三 十 八(二 十 二 葉 表,p.209下).

(32)c£ 小 笠 原1984,p.26.

(33)(34)Pelliotl927,pp.269-271,notel;藤 枝1939,pp.145-146;佐 口1943,p.59;

前 嶋 「バ グ ダ ー ド」pp,199-206;村 上 『秘 史 』3,pp.331-332.
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示 唆 して い る.上 述 の如 く,10世 紀 の 西 ウ イ グル 国 に流 通 してい た 湘nkim「 支

那 製 の 錦 の 一種 」が遅 く と も12世 紀 に は 自国 内 で生 産 さ れ,ま たモ ン ゴル 時代

に は椴 子 一 般 をtavarと 総 称 して い た とい う背 景 の 上 に,こ の事 実 を重 ね合 わせ

(35>
れ ば,我 々 のtarta/tardaが 「金 糸(な ど)で 特 殊 な模 様 を織 り出 した鍛 子 」で あ っ

た 可 能性 は高 くな ろ う.さ ら に 『元 朝 秘 史』巻 十 ・238節 の西 ウ イ グ ル国 朝 貢 の

条 と全 く同 一 の こ と を伝 え る 阿塔 海 牙 神 道 碑 で は,西 ウ イ グ ル国 王 か らの 献 上
(36)

品 をま とめ て 「實 貨 金 織段 」 と言 って い る.こ の 金織 段 とは恐 ら く織 金 椴 子 と言

い 替 え られ る もの で あ り,我 々の 椴 子 説 は ます ます 有 力 に な ろ う.

さて 『秘 史 』の 当該 条 で は 「苔 舌児 苔:思(dardas)」 と 「納 赤1易(naこid)」を並 列 して

そ れ ぞ れ に 「渾 金 段 子 」と 「金段 子 」の 訳 を与 えて い た.両 者 と も金 糸 を織 り込

ん だ絹 織 物 だ と した ら,そ の 区 別 は ど うや って つ け た の で あ ろ うか.同 じ金 糸

を使 っ て い て も,織 物 か 刺 繍 か の 区 別 は容 易 で あ ろ うが,平 地 か綾 地 か縮 子 地

か の見 分 け は素 人 目 に はつ き に くい.文 献 上 に見 え る混 乱 は そ の辺 に も一 因が

あ ろ う.に もか か わ らず,『 元 史』輿 服 志 にあ る 天子 ・百 官 ・宮 廷 夫 人 た ち の正

式 の衣 服 規 定 で は,納 石 失 と渾 金 と を厳格 に区 別 して い る,原 文 は か な り長 く
(37)

引 用 しない と意 味 を な さ ない の で,こ こで は差 し控 え るが,『 元 史 』巻 七十 八 ・

輿 服 志 一(中 華書局版,pp.1938,1942)を 見 れ ば,納 石 失 と渾金 ま た は渾 金花 とい

うの は,材 質 とか 織 り方 だ け で な く,多 分 に色 や模 様 に も係 わ る 区別 で あ っ た

(35)こ こにいう金糸 とはメタルヤー ン(金 線,金 モール糸)も 金箔糸(平 金箔,撚 金箔)

も含 む広い概念である.「金箔糸 を織幅一杯 に織 り込 んだ編子組織の織物」の場合,現

在 の 日本で はこれ を単 に金欄 と言い,決 して椴子 とは言わないが,私 は敢 えてそ れも

含 めて考 えている.「金 入 り錦」と言わないのは,錦 は絹織物に限定 されないか らであ

る.な お小笠原氏 によれば 日本語 の金欄 とは地組織 には係わ りな く 「他 に一切の彩糸

を用いず金箔糸(丈 夫 な紙 の上 に金箔 を貼 り,こ れ を細 く裁断 して作 られた糸)の み を

使 って文様 を織 り出 した織物」であ り,中 国におけるその発 達は宋代 よ りむしろ元代

に顕著 になるとい う.そ してその要因 として,織 金技術 にたけた西域の織匠た ちの導

入 をあげている.た だ しその論拠 はやや曖 昧である.小 笠原1984,pp.17,19,26-27

を参照の こ と.

(36)『 元人文集珍本叢刊』所収,許 有壬 『至正集』巻 四十九(十 葉裏,p.236下).

(37)c£ 藤枝1939,p.147;前 嶋 「バ グ ダー ド」pp203-204."`1
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よ うで あ る.そ れ な らば そ の 区 別 は誰 に も明 瞭 につ い た はず で あ る.こ こ で渾

金 花 の花 の語 と 『清文 鑑 』や コ ワ レフ スキ ー の辞 書 の説 明 も想 起す れ ば,我 々 は

先 程 まで の定 義 を さ ら に一 歩 進 め て,tartaltardaと は 「ウ イ グ ル的 あ るい は西 域

的 な独 特 の 花模 様 を金 糸(な ど)を 使 っ て織 り出 した椴 子 の一 種 」と言 う こ とが
(38)

で きるの で は な か ろ うか.一 方 の納 石 失(*na蓉i蓉)の 色 模 様 は西 ア ジ ア風 あ る い

は イス ラム風 で あ っ て,tartaltardaと は全 く異 な る もの で あ っ た と思 わ れ る.多

(39)

分 納 石 失 は西 ア ジ ア に伝統 的 な メ タル ヤ ー ン(と くに金 モ ー ル糸)を 織 幅 一 杯 に

織 り込 ん で 全 体 が 金 色 に 輝 く超 豪 華 な 織 物 で あ っ た ろ う.こ れ に 対 しtartal

tardaの 方 は,そ れ が褥(t6甜k)の 材 料 に な っ た こ とに鑑 み て も,全 面 に 金 糸 が

浮 き出 た冷 たい 肌 触 りの もの で は な く,花 模様 の 部 分 にの み 金 糸 が用 い られ た

上 品 な もの で あ っ た と思 われ る.こ ち らの 金 糸 は メ タル ヤ ー ンで はな く,既 に
(40>

中国で唐代までには発明されていた金箔糸であったかもしれない.し かし技術

的にはどちらにも応用が きき,で あればこそ旧西ウイグル国首都のビシュバリ

クで 「納失失などの椴子」を作 らせることもできたのではなかろうか.

推測に推測を重ねた点もあったが,従 来意味不明であったウイグル語のtarta/

tardaは,少 な くともモンゴル期以前の西 ウイグル王国で流通 していた 「金糸さ

らにはその他の彩糸で,ウ イグル的ないし西域的な独特の花文様を織 り出 した

高級絹織物の一種」であったと断定することだけは,大 方の承認を得られるこ

とと思 う.さ らにこれを縮子組織の鍛子 とまで特定する点については,自 説を

信 じつつも反論の余地を認め,最 終的結論は今後の研究に委ねたい.

(38)も しか した ら鍛子 のベースをなす繕子組織その ものが,中 国で はな く西域 で創始 さ

れ たとい う大胆 な推測 も成 り立つのだろ うか.も しそ うであれば中国本土 にお ける鍛

子 出現 の時期 も,そ の 中国か らウイグルへの伝播 の可能性 も考慮 す る必 要が な くな

る.

(39)小 笠原1984,pp.18-19.同 氏 に よれば西 アジアのメタルヤー ンの使 用は相当 に古

くか らあった という.前 註31の 原文 中の 「縷皮傳金」とは,絹 糸の芯 に切金状 の金糸 を

巻 き付 けた金モール糸 と考えて よかろ う,

(40)小 笠原1984,pp.19-21.
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文献 目録(ABC順)[追 加分]

Cleaves,SHFrancisWoodmanCleaves,TheSecretHistoりyoftheMongols,Harvard

UniversityPress,Cambridge&Londonl982.

Doerferl991GerhardDoerfer,``BemerkungenzurchronologischenKlassifikation

desalterenTUrkischen",AOFI8,1991,pp.170-186.

Doerferl993GerhardDoerfer,VersucheinerlingecistischenDαtierungdltererost-

ttirkischerTexte,Wiesbaden1993,

Erdall979MarcelErdal,"TheChronologicalClassificationofOldTurkishTexts",

CentralAsiaticJournal23-3/4,1979,PP.151-175、

藤 枝1939藤 枝 晃 「マ ル コ ・ポ ー ロ の 伝 へ た 蒙 彊 の 事 情 」 『東 洋 史 研 究 』4-4!5,1939,

pp.133-160.

Haenisch1962ErichHaenisch,Wb'rterbuchzκMangholunniucatobca'an(Ytian-

ch`aoPi-shi),Wiesbaden1962.

Hamilton,CBBMPJamesRussellHamilton,LecontebouddhiqueduBonetdu

MauvaisPrinceenversionoui'goure.(MissionPaulPelliotIII),Parisl971.

小 林 『蒙 史 』 小 林 高 四 郎 『蒙 古 の 秘 史 』生 活 社,東 京1940.

小 林 高 四 郎 『東 西 文 化 交 流 史 』西 田 書 店,東 京1975.ノ
Kowalewski,DMRFJosephEtienneKowalewski,1)ictionnairemon801-russe-franρais,

Kasan1844-1849.

Lessing,MEI)M.Haltod,J.G.Hangin,S.Kassatkin&F.D.Lessing(eds.),Mongolian-

EnglishDictionary,Berkeley&LosAngelesl960.

前 嶋 「バ グ ダー ド」 前 嶋 信 次 「中 世 バ グ ダー ドの 文 化 とそ の 滅 亡 」,同 氏 『東 西 文 化 交

流 の諸 相 民 族 ・戦 争 』誠文 堂 新 光 社,東 京1982,pp.175-267.(原 載:『 史 学 』28-1/

2,1956.)

森 安 「ウイ グル と敦 煙 」 森 安 孝 夫 「ウ イ グ ル と敦 煙 」,榎 一雄(編)『 講 座 敦 煤2敦 煙

の 歴 史 』大 東 出 版 社,東 京1980,pp.297-338.

森 安 「キ ンサ イ椴 子 」 森 安 孝 夫 「敦 煙 出土 元 代 ウ イ グ ル文 書 中の キ ンサ イ鍛 子 」『榎博

士 頒 寿記 念東 洋 史論 叢 』汲 古 書 院,東 京1988,pp.417-44L

森 安 「トル コ仏教 」 森 安 孝 夫 「トル コ仏教 の 源流 と古 トル コ語 仏 典 の 出現 」『史 学 雑 誌 』

98-4,1989,pp.1-35.

村 上 『秘 史 』3村 上 正 二(訳 注)『 モ ン ゴル 秘 史 』3,平 凡杜,東 京1976.

那 珂 『実録 』 那 珂 通 世(訳 注)『 成 吉 思 汗 実 録 』筑 摩 書 房,東 京1943.

小 沢 『秘 史続 』下 『元朝 秘 史 全釈 続 孜 』下,風 間 書 房,東 京1989.

小 笠 原1984小 笠 原 小 枝(編)『 金 欄(き ん らん)』,『 日本 の 美 術 』220,至 文 堂,東 京

1984.

太 田1953太 田 英蔵 「天 工 開 物 の機 織 技 術」,薮 内 清(編)『 天 工 開物 の研 究 』恒 星 社厚

生 閣,東 京1953,PP.93-122.

Pelliot1927PaulPelliot,``UnevillemusulmanedanslaChineduNordsousles

(92)



Mongols",JA1927,0ctrd6c.,pp.261-279.

Rachewiltz19821gordeRachewiltz,"TheSecretHistoryoftheMongols",P4ρ6r5

0πFor石 α∫∫θrηH'∫'ory26,1982,PP.39-84.

佐 口1943佐 口 透 「モ ン ゴ ル 人 支 配 時 代 の ウ イ グ リ ス タ ン(上 ・下)」 『史 学 雑 誌 』54_

8,PP.1-71;54-9,PP.72-97.

佐 藤 『古 代 絹 』 佐 藤 武 敏 『中 国 古 代 絹 織 物 史 研 究 』上 ・下,風 間 書 房,東 京1977-

1978.

σWKlausRδhrborn,び'8尻r∫ ∫6加3Wδ 〃6r伽o乃.5〃 α6乃溺躍6r翅48rレor'∫1α 雁36加 η

∫漱1∫cん8η7セ 膨 α麗∫Z6η'rα 」α5蜘,W童esbadenI977一.

『集 成 』第2巻 の 補 正:

1.ロ シ ア科 学 ア カ デ ミー東 洋 学 研 究 所 サ ンク トペ テ ル ブ ル グ支 部 所 蔵 文 書 の

文書 番号 中 に頻 出 す るSJは,正 し くはSIと すべ き こ とが 判 明 した.吉 田 豊 氏

が確 認 され た 当研 究所 の ノー トに よれ ば,こ れ はSER-INDIA(Serindia)の 略 号

で あ る との こ とで あ る.ま た,同 氏 か らは,Lollの 表 面 の か な り古 い 字 体 の 漢

文仏 典 が 『大 智 度 論 』巻 第 七(『 大 正 大 蔵 経 』25,No.1509,p.113b)に 相 当 す る

こ と も御 教 示 い た だい た.記 して感 謝 す る.

2.ミ ス プ リ訂 正:

p.44,Sa20,1.3〃/yfγ → 〃/y董q

p.92,LoO9,1.4asiγ →asiγ1(p.241の 語 彙 索 引 も訂 正)

p.185,Sal3,N項 中上 → 中

pp.188,206,212,217,219,222(以 下 のClark番 号 が 脱 落 してい た)

1

2

3

4

A

O

O

O

O

l

I

l

正

B

Mi13

Mil4

Mil5

Mi16

p.228,LeCoqlgl8

p.260,karakRHO6-6→ 削 除 して 不 明 語 扱 い

p.315,使 者,使 節 の 項 → そ れ ぞ れ に60を 追 加

EG(USp)H(Clark)

3Kr.31b12589

3Kr,31cl2688

3Kr.37all792

3Kr.32a12493

+3pls.→+4pls.
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